
３．変更申請中の特定福祉用具購入受付及び支払について

（１） 購入月と同月の変更申請は支払が出来ないため、翌月以降の購入申請をお願いします。

（２） 購入が変更申請月より前の月であれば、受付・給付を行います。

（３） 購入日時点で要介護度の認定決定が出ていない場合は受付は行いません。

介護度確定後の購入申請をお願いします。

（１）　購入月と変更申請月が同じ月

３月 　４月

（２）　変更申請月以前の購入

３月 　４月

（３）　要介護度決定前の購入

３月 　４月

※ 受付後に変更申請になった場合、購入申請月と同月であれば支払が出来ないため認定決定後の支

払となります。

その場合、担当ケアマネジャーもしくは事業者にその旨の連絡をします。

申請書は各区役所福祉課で保管します。
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